
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１２月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第１１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月１０日 ０５時４５分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第３区 大阪府大阪市所在の大阪北港口防波堤灯台から真方位

１０７°３,２４０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３８.６′ 東経１３５°２６.９′） 

事故等調査の経過 平成２３年１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第一協 同
きょうどう

丸、１９９.３６トン 

   １１５７８２、杤木協鐡輸送株式会社 

Ｂ 引船 第三春日
かすが

丸、１６.７９トン 

２８０－１４４６６大阪、個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、六級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 右舷船首部に凹損及び擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に亀裂を伴う凹損 

事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、船長Ａが船橋当直に当たって手動

操舵により約９ノット（kn）の速力で前方の停泊船に注意を向けて南西進

中、Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船長Ｂが船橋当直に当たって手

動操舵により約３kn の速力で船首方の船だまりを見ながら東進中、平成２

２年１２月１０日０５時４５分ごろ、阪神港大阪第３区において、Ａ船の

右舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、阪神港大阪第３区を南西進中、船長Ａ

が、前方の停泊船に注意を向けていたことから、

適切な見張りを行っていなかったものと考えられ

る。 

Ｂ船は、阪神港大阪第３区を東進中、船長Ｂ

が、船首方の船だまりに注意を向けていたことか

ら、適切な見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、阪神港大阪第３区において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が

東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

 




